
利用可能日　12月 29日から翌年１月３日までを除

く、平日、休日および祝日

※議場（Waltzホール）は議会開会に必要な日を除

く。また、不定期の臨時会が開催されるときは、

急きょ使用許可を取り消すことがあります

利用時間　午前９時～午後９時（利用区分表参照）

※１時間単位で利用可能

※利用時間は準備と原状回復に要する時間を含む

申込み　使用日の２カ月前から前日までに、所定

の申請書に料金を添えて、次のとおり申し込みく

ださい（申請書は市ＨＰからダウンロード可）

▼防災広場、多目的スペース、防災会議室は財政

課財産管理係へ

▼議場（Waltzホール）は議会事務局へ

※受付時間は市役所閉庁日を除く、午前８時 30分

～午後５時 15分

使用の制限　次に該当する場合は使用できません

○公の秩序または善良な風俗を害する恐れがある

場合

○営利目的として使用すると認められる場合（防災

広場・多目的スペースを除く）

○政治的活動または宗教的活動と認められる場合

多目的スペースの一般開放　利用時間内で、使用

予約がない時間帯は支障のない範囲で一般開放し

ます

その他　災害その他のやむを得ない事由が発生し

たとき、庁舎の管理上や緊急の事態により必要が

生じたときなどは、使用を中止させ、または許可

を取り消すことがあります

※詳しくは市ＨＰをご覧ください

テラス沼田１階テラス沼田１階
多目的スペース多目的スペース

10月１日（木）10月１日（木）ＯＰＥＮＯＰＥＮ
各会議室などの利用区分・料金形態も変わります各会議室などの利用区分・料金形態も変わります

問合せ　財政課財産管理係☎内線４０４４、議会事務局☎内線５１０１問合せ　財政課財産管理係☎内線４０４４、議会事務局☎内線５１０１

●利用区分

施設区分

使用者 平日 休日・祝日

定員 市民等
市民等

以外

午前９時～

午後６時

午後６時～

午後９時

午前９時～

午後９時

１

階

防災広場 － ○ ○ ○ ○ ○

多目的スペースＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・

Ｆ・Ｇ（作業室）

A ～ F：12 人

G： ８人
○ ○ ○ ○ ○

４

階

防災会議室４０１・４０２・４０３ 各 36 人 ○ × × ○ ○

防災会議室４０４・４０５・４０６
404・406：18 人

405： 12 人
○ × × ○ ○

５

階

議場（Waltz ホール）

※第２・３委員会室を含む
－ ○ × ○ ○ ○

※「市民等」とは市内在住、在勤、在学する人ならびに市内に事務所または事業所を有する者
※防災会議室４０１・４０２・４０３は一つの部屋として利用でき、防災会議室４０４・４０５も同様に利用できます
※多目的スペースA～Fは、一つのホールをベルトパーティションで区画を分けています。区画ごとの壁はありません

●使用料

施設区分
使用料

（１時間当たり）

１階

防災広場 1,100 円

多目的スペースＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・

Ｆ・Ｇ
各 330 円

４階
防災会議室４０１・４０２・４０３ 各 440 円

防災会議室４０４・４０５・４０６ 各 330 円

５階
議場（Waltz ホール）

※第２・３委員会室を含む
1,650 円

※防災広場と多目的スペースA～Gは①市民等以外の者
が使用する場合は２倍の額／②営利を目的として使用する
場合は１．５倍の額／③前述①②の両方に該当する場合は
３倍の額となります
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